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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から，工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土

交通大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 12216:2002，Small craft―Windows，

portlights，hatches，deadlights and doors―Strength and watertightness requirements を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 

JIS F 1040 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（規定）装置の取付け位置 

附属書 B（規定）端末接合の種類の略図 

附属書 C（規定）支持されない板の寸法 

附属書 D（規定）試験方法 

附属書 E（規定）耐衝撃性の高いガラス 

附属書 F（参考）事前計算表 

附属書 G（参考）背景の説明 

附属書 H（参考）参考文献 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 F 1040：2004 
 (ISO 12216：2002) 

舟艇－開口要件－窓，ポートライト， 

ハッチ，デッドライト及びドア－ 

強度と水密性に関する要求基準 
Small craft―Windows，portlights，hatches，deadlights and doors― 

Strength and watertightness requirements 
 

序文 この規格は，2002 年に第 1 版として発行された ISO 12216:2002，Small craft―Windows，portlights，

hatches，deadlights and doors―Strength and watertightness requirements を翻訳し，技術的内容及び規格票の様

式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，原国際規格にはない事項である。 

 

1. 適用範囲 この規格は，船体長さ 24 m 以下の舟艇に適用する窓，ハッチ，ポートライト，デッドラ

イト及びドアについて，船の種類，装置の位置及び設計区分を考慮に入れて，技術上の要件を規定する。 

この規格で扱う装置は，船の水密性に関して重要なもの，すなわち，板が破損した場合に浸水するおそ

れがあるものだけである。 

この規格は，主にレクリエーショナルボート用に作られたが，船体長さ 24 m 以下の救命ボートを除い

た非レクリエーショナルボートにも適用できる。ただし，厳しい条件下で使われる商用船及び作業船には

適さない。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO 12216:2002，Small craft―Windows，portlights，hatches，deadlights and doors―Strength and 

watertightness requirements (IDT) 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は，その

最新版（追補を含む。）を適用する。 

ISO 6603-1:2000 Plastics―Determination of multiaxial impact behaviour of rigid plastics―Part 1：

Non-instrumented impact testing 

ISO 7823-1:－1) Poly (methyl methacrylate) sheets―Types，dimensions and characteristics―Part 1：Cast 

sheets 

ISO 8666:－2) Small craft―Principal data 


